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家庭保育の協力依頼の継続について 

 

 

平素は、本市の保育行政にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス対策として国から発令されていた緊急事態宣言が、

全面解除となりましたが、園児の健康と安全を最優先に考え、感染防止に向けた

取り組みは継続する必要があります。 

つきましては、感染防止の観点から、これまでと同様に、各自において衛生面

に注意いただくとともに、保育園等の機能維持と園児への感染リスクの低減に向

けて、家庭での保育が可能なご家庭では、６月中も無理のない範囲で、家庭保育

にご協力くださいますようお願いいたします。 

なお、今後の感染の状況により、対応の変更を行う場合におきましては、あら

ためてご連絡いたします。 

 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

幼児政策課  ０７７－５２８－２８０６ 


